　


№　　　　　　　　　　　
リベットルーフ防水工事保証書
                                                         　    平成　　年　　月　　日
                                  　殿
      　工  事  名  称
      　所    在    地
      　施工箇所・面積
　　　　防　水　仕　様
      　保  証  期　間　　  平成　　年　　月　　日から  　　　　　年間　

上記のリベットルーフ防水工事について、保証期間内に防水工事上の瑕疵に起因する漏水事故が生じた場合は、防水層に限り補修いたします。　但し､本書に記載した｢保証の対象外となる事項｣に該当する場合、及び｢維持管理のお願い｣が履行されなかった場合は保証の対象外になります。

      　元  請  業  者
防水施工業者　 〔責任範囲：防水施工上の瑕疵〕
　　　　防水材料製造業者　〔責任範囲：防水材料の品質、及び標準防水仕様上の瑕疵〕
大阪府吹田市江の木町２４番１０号

アーキヤマデ株式会社
代表取締役　山 出　 満

保証の対象外となる事項

　　　

天災、突発的・間接的な原因、異常な外力、維持管理の不備及び不可抗力等に依り発生した防水層の不具合、及び防水機能が保たれている

場合は本保証書による補修の対象外となります。

保証の対象外となる事例(但し、これらの例に保証の対象外となる事項が限定されるものではありません。)

【天災】
・地震、台風、噴火、津波、落雷、雹(ひょう)による防水層の損傷

【突発的な原因】

・偶発的な飛来物及び落下物による防水層の損傷
・事故、火災、その他人為的な破壊行為による防水層の損傷

【間接的な原因】

・防水下地（ＲＣ、ＡＬＣパネル、デッキプレート、折板等）のひび割れ、動き、振動、取付不良による防水層の損傷

【異常な外力】

・建築基準法に定められた基準を上回る、強風による防水層の損傷

・防水層上への重量物の設置による防水層の損傷

・建物内部からの空気圧による防水層の損傷

【維持管理の不備】　

・本書記載の｢維持管理のお願い｣が遵守されなかったことに起因する防水層の損傷

・排水口(排水溝)の目詰まりによる雨水のあふれ出し

・換気口から飛散した油、化学物質の付着による防水層の損傷

・多人数による歩行、頻繁な歩行による防水層の損傷

・器物による防水層の損傷

・動物、昆虫、植物による防水層の損傷

・つららの落下、雪下ろし時の防水層の損傷

・カビ、苔の発生による防水層の損傷

【防水機能が保たれているもの】

・防水層に発生したふくれ及びしわ

・経年による防水層の変退色、汚れ

・下地勾配の不備及びシート接合部の段差による防水層上の水溜まり

【その他】

・建物の管理者が防水層の定期点検時に、異常現象に気付きながら放置した場合

・本保証書の対象防水層を、本保証書の発行者以外の者が、発行者に無断で補修した場合

・防水層末端部のシーリング材の劣化に起因する不具合

・施工時の技術水準では予測できない原因による不具合

＊本保証書の補償範囲は防水シートに発生した不具合の復旧に限定され、記載の無い事項は施主と元請業者との工事請負契約書に依るもの

とします。

【　維持管理のお願い　】

この度はリベットルーフ防水をご採用頂きまして有難うございました。

リベットルーフ防水の機能を長期にわたり維持するためには、使用上のご注意を守って頂くことが必要不可欠です。　

建物の管理者は次の項目に従ってリベットルーフ防水の維持管理を実施してください。
■排水溝や排水口まわりを定期的に清掃し、土や落ち葉などのゴミを取り除いてください。

■次の事項を参考に、防水層を定期的に点検してください。梅雨前、降雪の前後、台風の通過後等には必ず点検を実施してください。

・防水シートの末端部のシール材にはく離やひび割れが生じていないか。

・防水シートを張り付けたパイプや手すりがさびていないか。

・防水シートに傷がついていないか。

・防水シートに異常な現象が発生していないか。

■点検時等に異常を発見した場合、及び漏水が発生した場合は、ただちに元請業者へご連絡ください。

 　 異常の発生を連絡せず放置した場合は、本保証書による保証の対象外となりますのでご注意ください。

■増改築や次に示す別途工事等をされる際は元請業者にご連絡ください。

・防水層の上にテレビのアンテナやエアコンの室外機を設置する時

・防水層の上に緑化スペースを設ける時

■防水層の上で、油・酸などの薬品、ガソリン、塗料、溶剤等をこぼすと、防水層を変色・膨潤させることがあるので、これらを用いた

作業を行わないでください。

■清掃や雪下ろしをする際に、鋭利な道具を使用しないでください。

■リベットルーフが露出して使用されている場合　点検、メンテナンスなどで歩行する際は特定少数の人に限定してください。

　また、歩行の際には静かに歩き、防水層を傷付け無いようご注意ください。

■ウレタン等の塗膜防水を併用した部分は、５年ごとに有償でトップコートを塗り替えてください。

　　トップコートの塗り替えを実施していない場合は、本保証書による保証の対象外となりますのでご注意ください。

(6.5.22)







